
４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円　

（5年度支給割合） （5年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

・管理職加算 15、25％ ・管理職加算 15、25％

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（山口県）　

　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) 　定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２ 「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の

　　　　　非違によることなく退職した場合を含む。

千円

　　円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）１　「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている

　　 　　一般職の職員に対し国の割合で支給したと仮定した場合の加重平均の支給割合である。   
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（３）地域手当（令和６年４月１日現在）

京 都 市

支給対象地域（職種）

39.7575 47.709

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

15

15

豊 田 市 116

24.586875

39.7575月分

28.0395

47.709

33.27075

ロ.　人事評価を活用していない

47.71月分

19.6695

28.0395月分

（支給率）
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　活用予定時期

　　標準の成績率のみ（一律）
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山　　　　　　　口　　　　　　　県

福 岡 市

山口県の給与・定員管理等について

山　　　　　　　口　　　　　　　県

１人当たり平均支給額（令和5年度）

1,726

国

2.05

（支給率）

(1.375) (0.975)

  自己都合

○

管理職員 一般職員

－

つ く ば 市

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

19.6695月分

2.45

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○○○

　　上位、標準の成績率

令和６年度中における運用

イ.　人事評価を活用している ○

　活用している成績率

  応募認定・定年

国

（２）退職手当（令和６年４月１日現在）
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東 京 都 府 中 市
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千円

円

％

種類

災害応急作業等手当

(2)職員 (2)災害対策本部が他の地方公
共団体に設置された災害に対処
するために行う連絡調整、巡回監
視、避難所運営作業等

巡回監視等
日額　480円

応急作業等
日額　730円

862,024 千円

支給実績
（5年度）決算

県税の賦課、徴収に関する業務

手当の種類 17

日額　650円

搭乗１時間
1,900円
降下日額
870円

日額　650円

１時間　120円
（トンネル坑内
130円）

日額　300円
（常時乗り組む
職員　500円）

日額　300円

日額　1,500円

道路上作業手当

１時間　100～
120円

日額　300円

日額　300円
～4,000円

日額　850円

日額　850円

日額　300円

日額　300円

交通を遮断することなく行う道路
の維持又は修繕の作業

福祉に関する現業業務

日額　300円

日額　300円

日額　300円

日額　300円

(1) 保健所の試験検査課勤務職
員

(2)感染症法に基づく質問・調査

(1) 精神保健福祉法に基づく調
査、立会、護送、必要な情報の提
供、助言その他の援助の業務

日額　650円

(3) 動物愛護センターに勤務する
獣医師

福祉業務手当

(1) 右の業務を行った職員

(5) 水産事務所等に勤務する職員

主な支給対象業務

種雄牛馬取扱手当

用地交渉手当

(4) 農林総合技術センター等に勤
務する職員

右の業務を行った職員

(3) 健康福祉部薬務課に勤務する
職員

(2) 保健所に勤務する非専任のと
畜検査員、食鳥検査員

土木建築工事等の施行に伴う土
地等の取得、使用、損失の補償
のための交渉の業務

高所、深所、トンネル坑内等での
調査、保守等の作業

(6) 回転翼航機に搭乗して行う作
業

(5) 漁業取締船に乗船して行う漁
業取締作業

(4) 傾斜地等において行う特殊自
動車の運転作業

(3) 動物の治療、処分、飼育管理

(1) 病理細菌検査、環境衛生・食
品衛生等の試験検査

種雄牛馬の自然交配、精液の採
取等のための種雄牛馬を御する
作業

衛生検査手当

(2) 精神保健福祉センターに勤務
する職員

税務手当

精神保健福祉業務手当

手当の名称

(1) 保健所等に勤務する職員

支給実績（令和5年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度）

（４）特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

39.1

福祉事務所等に勤務する職員

税務課、県税事務所に勤務する
職員

(2) 精神保健及び精神障害者福
祉に関する相談、必要な情報の
提供、助言その他の援助に関す
る業務

(2) 保健所等に勤務する職員 (2) 廃棄物の投棄されている場所
において行う原状回復作業及び
廃棄物の性状調査

(2)保健所に勤務する職員

(1) 狂犬病予防法に基づく野犬
等の捕獲等の業務、家畜伝染病
発生時の伝染性疾病に感染した
動物の取扱等の業務等

(1) 高圧ガス保安法の規定に基
づいて行う完成検査、立入検査
等の業務

農林総合技術センターに勤務す
る職員

(2) と畜検査、食鳥検査

(1)土木建築部に勤務する職員

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

主な支給対象職員

862,024

123,129

左記職員に対
する支給単価

感染症防疫等業務手当

特殊現場作業手当

右の業務を行った職員高所等作業手当

(1) 総務部防災危機管理課に勤
務する職員

道路整備課、土木事務所に勤務
する職員

(6) 防災危機管理課に勤務する職
員

(3) 司法警察員の業務及びけん
銃訓練

(1)異常な自然現象により重大な
災害が発生した場合に県の管理
する河川の堤防等において行う
業務

2



（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の

　　　４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

　　　ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

円

（令和5年度決算）

支給実績

管理、監督の地位にある職員（本庁部
課長、出先機関の長等）に対して支給
→ 職員の属する級及び管理職手当区
分に応じ33,000～130,000円

円千円1,782,329

千円1,134,232

250,997

694,995
手当額
46,300～139,300円

支給実績
（5年度）決算

日額　200円

左記職員に対
する支給単価

日額　7,500～
8,000円

日額5,100円

日額　230～
20,000円等

日額5,100円

日額2,700円

日額　900円

日額　290円

授業１時間につ
き1,300円の範
囲内

学習報告書
１通　160円

手当の名称 主な支給対象職員

通勤手当

管理職手当

千円

308,9271,690,760

円

円

138,379

【職員が自ら居住する
借家】
(1) 家賃が月額27,000円
以下
→ 家賃の月額から
　16,000円を控除した額
(2) 家賃が月額27,000円
超
→ 家賃の月額と27,000
円
　との差額の2分の1を
　11,000円に加算した額
（最高支給限度額：
28,000円）

（６）その他の手当（令和６年４月１日現在）

添削指導手当 通信教育を担当する職員以外の
教育職員

【自動車等使用】
使用距離に応じ
2,000～31,600円

内容及び支給単価

支給実績（令和5年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

警察作業手当

(4) 部活動指導業務

(1) 非常災害時等の緊急の防災
等の業務

(2) 修学旅行等引率指導業務

2,095,746

異

通信教育の添削指導

3,067,338

教務等についての連絡調整、指
導助言

教育職員

小学校､中学校等に勤務する主任
等

398

(5) 入学試験監督業務

支給職員１人当た

り平均支給年額

支給実績（令和4年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

多学年学級担当手当

警察本部、警察署に勤務する職
員

千円

２又は３の学年の児童等で編制さ
れている学級を担当し、当該学
級で行う授業、指導

（令和5年度決算）

教育に関する他の職を兼ね、当
該職に係る授業に従事した時

犯罪の予防・捜査・被疑者の逮
捕作業、交通取締作業、爆発物
処理等特に危険な作業等

(2) 家賃が月額23,000円超
→ 家賃の月額と23,000円との差額の
2分の1を11,000円に加算した額
（最高支給限度額：27,000円）

(3) その他の扶養親族：6,500円
　　（行政職給料表8級　3,500円）
　　（行政職給料表9級　支給しない）

(1) 配偶者：6,500円
　　（行政職給料表8級　3,500円）
　　（行政職給料表9級　支給しない）

公立の小学校又は中学校に勤務
する教育職員

442

【交通機関利用】
(1) １箇月当たりの運賃の額が70,000円
以下
→ 定期券又は回数券の価額
（最も経済的かつ合理的なもの）

(2) １箇月当たりの運賃の額が70,000円
超
→ 70,000円を超える額の2分の1に
70,000円を加算した額

(2) 満22歳年度末までの子：10,000円

教育職給料表（一）又は（二）の１
級、２級の者

兼務手当

住居手当

扶養手当

【交通機関利用】
運賃負担額に応じ
支給
最高支給限度額
月額55,000円

【職員が自ら居住する借家】
(1) 家賃が月額23,000円以下
→ 家賃の月額から12,000円を控除した
額

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

同

異

【配偶者等が居住する借家】
職員が自ら居住する場合の借家に係る
手当額の2分の1に相当する額

【自動車等使用（自転車を除く）】
通勤距離が2㎞以上4㎞未満の場合
2,000円、以下距離に応じて加算
（最高支給限度額：通勤距離が98㎞以
上の場合54,500円）

異

国の制
度 と の
異 同

3,420,275

教員特殊業務手当

(3) 対外運動競技等への引率指
導業務

主な支給対象業務

教育業務連絡指導手当

手　当　名

3



円

円

円

円千円

587,818 千円

（令和5年度決算）

490,257

305,151

397,792

千円

支給実績

千円

1,143,471 千円

75,236

（令和5年度決算）

20,389

り平均支給年額

支給職員１人当た

593,214

212,421

農林漁業普及指導
手当

山間地、離島その他生活不便地に所在
する小中学校等に勤務する学校職員に
対し支給
→ 級地に応じ給料等の4～20％

正規の勤務時間として、深夜に勤務した
職員に対し支給
→ 勤務１時間当たりの給与額の25％

定時制・通信教育に従事する教育職員
に対し支給
→ 給料月額の5～10%
　　（管理職手当受給者は4～8％）

定時制通信教育手
当

実習を伴う農業等に関する科目を主とし
て担任する教育職員に対し支給
→ 給料月額の5%

普及事務を行う普及指導員に対し支給
→ 給料月額の6％

離島その他の生活の著しく不便な地域
に勤務する職員に対し支給
→ 級地に応じ給料等の4～16％

宿日直勤務をした職員に対し支給
→ 勤務の内容に応じ4,400～7,400円

同

同

産業教育手当

義務教育等教員特
別手当

小中学校、高等学校、特別支援学校に
勤務する教育職員に対し支給
→ 級号給に応じて2,000～8,000円

宿日直手当

同

同

　

　　 ＜獣医師＞
　　　制度なし

手　当　名
国 の 制 度 と
異 な る 内 容

医師、歯科医師又は獣医師たる職員で
採用困難なものに対して支給
＜医師又は歯科医師＞
　 採用後35年以内の期間、免許取得か
らの経過年数に応じた額
（最高支給額：月額415,600円）
＜獣医師＞
　 採用後１年間は月額30,000円。以降、
毎年3,000円ずつ逓減

特地勤務手当 同

初任給調整手当

管理職員特別勤務
手当

内容及び支給単価
国の制
度 と の
異 同

へき地手当

異動によりやむを得ず単身で生活するこ
ととなった職員に対して支給
→ 基礎額30,000円に職員の住居から
家族の住居までの距離に応じて最高
70,000円を加算

管理職手当受給職員等が、臨時又は緊
急の必要により週休日等に勤務した場
合に支給
＜週休日等＞
　 勤務１回につき4,000～12,000円
　（６時間超勤務：150/100 を乗じた額）
＜週休日等以外の日(午前0時から午前
5時)＞
　 勤務１回につき2,000～6,000円

祝日法による休日等又は年末年始の休
日等において、正規の勤務時間として
勤務した職員に対し支給
→ 勤務１時間当たりの給与額の35％増
の額

同夜間勤務手当

単身赴任手当

休日勤務手当 同
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